




２ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

 

 高齢者の健康寿命を延伸するため、介護予防やフレイルの防止、疾病の重症

化予防等の効果的な実施が求められる中、経済財政運営と改革の基本方針 2018

（平成３０年６月１５日閣議決定）において、「高齢者の通いの場を中心とした

介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防、就労・社会

参加支援を都道府県等と連携しつつ市町村が一体的に実施する仕組みを検討す

るとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命の地域間格差を

解消することを目指す」とされたことから、厚生労働省は、「高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」を立ち上げ、その報告書の中

で、「健康課題にも対応できるような通いの場や、通いの場を活用した健康相談

や受診勧奨の取組の促進等、後期高齢者医療制度の保健事業と介護予防の一体

的な実施を進める必要がある」とし、「高齢者の心身に関する多様な課題に対応

するため、後期高齢者の保健事業について、広域連合と市町村の連携内容を明

示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と

一体的に実施する」こととされています。 

 本広域連合では、平成３１年度に事業をモデル的に実施し、効果検証を行う

とともに、各市町と連携し事業の実施を検討していくこととしています。 

 

■モデル事業（案） 

〇通いの場における専門職による保健指導事業（案） 

 地域住民を主体とした通いの場（一般介護予防事業）に専門職を派遣し、フ

レイルチェック、健康講座、個別相談等を実施し、地域住民に対するフレイル

予防の啓発等を行う。 
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